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 いすみ農業協同組合 
 

平成 28 年 6 月期  
 

Ⅰ 地域貢献に関する取組み 
 

協同組織の特性 
当組合は、勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町の２市２町を事業区域として、農業

者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助（お互いに助け合い、お互

いに発展していくこと）を共通の理念として運営される協同組織であり、地域農業の活

性化に資する地域金融機関です。 

当組合の資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預かりした大切な財産である

「貯金」を源泉としております。当組合では資金を必要とする組合員の皆さま方や地方

公共団体にもご利用いただいております。 

当組合は、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて、

事業活動を展開しています。 

また、ＪＡの総合事業により各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、地域

の協同組合として、農業や助け合いを通じて社会貢献に努めています。 

平成 28年 6 月末の総組合員数は 12,648 名で出資総額は 1,124,118 千円です。 

 

1 地域からの資金調達の状況 
（1）平成 28 年 6月末の貯金の残高は 70,708 百万円です。 

内 訳 

 当座性貯金 25,951 百万円

 定期性貯金 44,757 百万円
 

（2）貯金商品 

普通貯金、定期貯金、定期積金などの各種貯金等を、目的・期間・金額にあわせて

ご利用いただいております。地域への貢献を目的として、「ＪＡいすみ退職金限定定期

貯金」、当ＪＡで年金をお受取り頂いている方を対象とした「年金定期貯金『結いの恵

み』」、「ＪＡ年金定期貯金トクトク 600」や「ＪＡいすみ年金定期積金」など年間を通

じてお取扱いしております。 

 

2 地域への資金供給の状況 
（1）平成 28 年 6月末の貸出金残高は 6,221 百万円です。 

内 訳  

 組合員 3,035 百万円

 地方公共団体 2,451 百万円

 その他 735 百万円
 

（2）制度資金の取扱状況 

平成 28年 6 月末の制度融資金残高は 68百万円です。 

内 訳  

 農業近代化資金 13 百万円

 その他制度資金 55 百万円
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3 文化的・社会的貢献に関する事項 (地域との繋がり) 
 

（1）文化的・社会的貢献に関する事項 

ＪＡいすみは、農村地域の発展・活性化に向けて地域と共生していく組織としての

自覚をもって活動に取り組んでおり、地域の金融機関として組合員・利用者の皆さま

からお預かりした貯金など、財産の安全な運用に努めています。また、農業機械や自

動車の展示会をはじめ、大原農産物直売所「グリーンスパいすみ」の感謝祭などを介

し、組合員や地域住民の皆さまとのふれあいや交流に積極的に取り組んでいます。 

また、高齢者福祉事業については、介護保険制度に基づき、ＪＡとしては千葉県内

初となる訪問介護事業所を平成 10年 3 月に開所し、有償ホームヘルプ事業というＪＡ

の特徴を生かした地域貢献に取り組んできました。 

更に、平成 16 年 6月には居宅介護支援事業を立ち上げ、これによりケアマネージャ

ーによるケアプラン等の相談機能を充実させ、より高度で専門性の高い介護体制の確

立を目指しています。 

農との共生事業では、次代を担う子どもたちに「ごはん」を中心とした食生活や稲

作、食料・農業に対する理解を深めてもらおうと、食の教育としての作文・絵画コン

クールに参加しています。また、管内の小学校を中心に料理教室など「食と農の大切

さ」を指導しています。 
 

（2）利用者ネットワーク化への取り組み 

女性部活動として短期大学校を毎月開催し、パークゴルフ大会、購買品共同購入運

動などの活動を展開しています。 
 

（3）情報提供活動 

ＪＡと組合員、また地域住民の皆様を結ぶパイプ役として毎月広報誌を発行。また、

インターネットのホームページを通じてＪＡいすみの情報を発信しています。 
 

（4）店舗体制 

本所 1、支所 9、ＡＴＭ設置台数 13 
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１　金融再生法開示債権（単体）

①

②

③

④

1

2

△ 3486,243

正常債権
　債務者の財務状態および経営成績に特に問題が無いものとして、①から③に掲げる
債権以外のものに区分される債権です。

　平成２７年１２月末から６月末までの間に、債務者区分の変更が必要と認識した先に
ついては、６月末時点の債務者の状況に基づき債権区分を変更しています。

6,591

　各債権区分額は、平成２７年１２月末時点の債権額を基準として、平成２８年６月末
時点の残高に修正しています。

（単位：百万円）

6,109

3

△ 8

増減

121

13

△ 25-

平成２８年６月末

118

0

6,452

破産更生債権及びこれ
ら に 準 ず る 債 権

危 険 債 権

正 常 債 権

合 計

要 管 理 債 権

Ⅱ　財務状況や事業に関する項目

平成２７年１２月末

△ 343

　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本回収および利息の受取ができない可能性が高い債権です。

要管理債権
　３か月以上延滞債権（①および②に該当する債権を除く）および貸出条件緩和債権
（①および②に該当する債権や３か月以上延滞債権を除く）です。

債権区分

　注１）　債権額は貸出金・信用未収利息（信用事業与信元金に係るもののみ）・信用仮払金等、
　　　　信用事業与信額（要管理債権は貸出金のみ）を対象として開示しています。なお、各債権
　　　　の定義は以下の通りです。

破産更生債権およびこれらに準ずる債権
　破産、会社更生、民事再生等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債
権およびこれらに準ずる債権です。

21

危険債権

　注２）　なお、平成２８年６月末の計数は、次の方法により算出しています。
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２　単体自己資本比率

3　主要勘定の状況

４　有価証券等時価情報

101 106

500 -

　【金銭の信託】　該当ありません。

106 44

（単位：百万円）

　注１）　６月末の有価証券の時価は、６月末日における市場価格等に基づく時価としています。

601 107 △ 493 600

7そ　 の　 他

　注２）　取得価額は償却原価法適用前、減損処理前のものです。

合　　　　　計

種　　　　類
取得価額 時価

平成２８年６月末

-

100 107

- 500

69,02770,708 70,852

10.52%

平成２８年６月末

605

（単位：百万円）

平成２７年６月末

59,724

605

6,568 6,892

平成２８年６月末 平成２７年１２月末

平成２７年１２月末

10.06%

　注１）　６月末の自己資本比率は仮決算結果に基づき算出しています。

5

平成２７年１２月末

　【有価証券】

63,100

有価証券

預 け 金 61,964

貯　　 金

貸 出 金 6,221

607

- - -

- -満期保有目的

売 買 目 的

時価 評価損益

- -

評価損益 取得価額
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